
船舶事故調査報告書 

令和３年２月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年７月１７日 １０時００分ごろ 

発生場所 広島県尾道糸崎港第３区 

尾道灯台から真方位０２０°３１０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２４.３′ 東経１３３°１１.８′） 

事故の概要  旅客フェリー第拾貮小
こ

浦
うら

丸は、北進中、また、漁船第三和
かず

丸は、漂

泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和２年７月２０日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 旅客フェリー 第拾貮小浦丸、１２５.６９トン 

   １１０７２３、個人所有 

Ｂ 漁船 第三和丸、４.９トン 

   ＨＳ３－５０３２５（漁船登録番号）、個人所有 

   第２７３－１０５０１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、六級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部上縁材に亀裂 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期、潮流 西流約０.６ノット 

   （kn） 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船首及び船尾にプロペラ、舵及びランプウェイを有する双

頭船であり、船長Ａほか２人が乗り組み、旅客８人を乗せ、車両６台

及びオートバイ１台を積載し、広島県尾道市尾道駅東側の桟橋に向

け、出港した。 

Ａ船は、尾道市向
むかい

島の桟橋を離れ、向島側の推進器を使用し、約

４.２～４.３kn の対地速力で自動操舵により尾道水道を北進してい

た。 

 船長Ａは、船橋甲板にある操舵室に設置された操縦席に腰を掛けて

航行中、左舷船首至近にＢ船を認めたので、右舵を取り、機関を後進

にかけたものの、Ａ船の左舷船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突し

た。 

 Ａ船は、操縦席に座った状態では、船橋甲板の下の遊歩甲板によ

り、左舷方（左舷正横から船首方に約６０°の範囲）に死角が生じて

いたので、船長ＡはＢ船に気付くのが遅れたと本事故後に思った。 



 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、機関を中立として船首を東方に

向け、船長Ｂが左舷方を向き、一本釣り漁をしながら漂泊していた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、漁場を移動しようと右舷方を見た際、Ｂ船に接

近するＡ船を認めたものの、どうすることもできず、Ａ船と衝突し

た。 

分析  Ａ船は、北進中、船長Ａが、左舷方に死角が生じた状態で航行を続

けたことから、前路で漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

 Ｂ船は、漂泊中、船長Ｂが、釣りに集中して漂泊を続けたことか

ら、接近するＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、Ａ船が北進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、左舷方に死角

が生じた状態で航行を続け、また、船長Ｂが、釣りに集中して漂泊を

続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船体構造物などにより死角が生じている場合は、死角を補う見張

りを行うこと。 

 ・船長は、漂泊中であっても、周囲の適切な見張りを行い、他船の

早期発見に努めること。 

 


